令和７年度　　魚津市地域包括支援センター運営協議会
会議録

１．日　時　　　令和８年２月４日（水）　午後７時から午後８時10分
２．場　所　　　市役所第１委員会室
３．出席者　　　委員９名　事務局９名
４．議事等　 （１）令和６年度事業報告及び令和７年度の取組について 【資料１】
（２）令和６年度収支決算及び令和７年度収支予算について 【資料２】
（３）魚津市地域包括支援センターの運営評価について 【資料３】
（４）令和８年度　事業計画（案）等について 【資料ア～ウ】
（５）魚津市高齢者保健福祉計画・第10期魚津市介護保険事業計画 【参考資料】

【議事と質疑、その他意見】
	事務局
	【資料１～３】　　説明


	委員
	昨年度から今年の予算で減っているのは対象者が減るということですか。


	事務局
	総合事業の給付実績が若干減ってきていると思います。


	事務局
	【資料ア～ウ】　　説明


	委員
	地域包括支援センターにおける職員配置について、人員が確保できないために配置修正を行い、それでも地域包括支援センターの業務過多があるので民間に移行するという全体の流れでいいですか。


	事務局
	　国の法律に定めがあり、その解釈をこれまでは3,000人から6,000人ごとに1人ということで、魚津市は1万3,000人ですので、単純に端数を切り上げた3職種を3人ずつの配置と解釈をしておりました。その解釈でよいかを他の自治体の例なども参考に、改めて県に問い合わせをしました。先ほど担当者からも説明がありましたとおり、6,000人を超える分については定めがなく、自治体で支障がないようにということで、今後もこういった誤解を生じやすい或いは明記されていないところについて、何らかの形で明記するほうがよいと考えております。ただし、条例はあくまでも国の法律に沿った記載にさせていただいております。というのは変更があったときに議会の承認が必要になって参りますので、そこはあくまでも国の法律に準じたものです。ただし、運用面では保険者、地域包括支援センターとして、一定のルールを定めておかないと、今後の説明等に苦慮するのではないかということで、改めて配置を資料に記載のとおり見直してはどうかと考えております。現段階では十分、3職種の方がいらっしゃいますが、ご承知のようにケアマネジャーは全国的にもなり手不足、或いは潜在のケアマネジャーがたくさんいらっしゃって、なかなか資格を持ちながら、現場で仕事をしておられる方は、非常に少なくなっている現状があります。そういったことに鑑みまして、これまで外部の居宅支援事業所にお願いをしていたものが、見込めないというところに至りました。ですので、国に働きかけて基準の緩和や、人材確保に繋がる支援、賃金・待遇の改善等を訴えていきますが、魚津市として包括の仕事を必ず3職種3人ずついないとできないかと言われると、いるにこしたことはないですが、見直し内容でも十分にやっていけると考える人数をお示ししました。ただし、どうしても会計年度職員の応募がない場合、或いは市の職員でも資格を持っている者が少ないところがありますので、そこは委託をお願いする或いは、今の居宅介護支援事業所が予防支援事業所を立ち上げてくださることに少しご期待を申し上げながら、進めて参りたいと考えております。


	委員
	　苦慮しておられるのが伝わります。


	委員
	　今は１万3,000人で想定しておられるということですが、次のランクに移行する可能性も考えられますが、その際はもう一度見直すのでしょうか。


	事務局
	　次のランクになった場合は1万4,000人から1万6,000人ということで2,000人増えるごとに、1名増やすことを想定しております。もし次のランクになった場合には、3職種から各1人を確保した上で、加配としましてトータルで5名と想定しております。
65歳以上高齢者の人口はピークを迎えておりますので大体1万2,000人から１万4,000人の中で推移していくのではないかと考えています。また、1万2,000人を切るのは、まだ相当先になるのではないかと思っております。


	委員
	　資料にもありましたが、要支援と要介護の割合について、要支援を増やして要介護を減らすということが今求められていて、目指すところだと思います。


	事務局
	　要支援状態で維持できることは本当に素晴らしいことだと思います。県内の保険者の動向を見ますと、魚津市は要支援１が特に多い傾向があります。一方で介護給付費用も他から見ると抑えられているところもあり、長い期間要支援１で留まっている結果ではないかと、介護予防担当者としては考えています。


	委員
	　私もそうありたいと思います。


	事務局
	【参考資料】　　説明


	委員
	　厚生センターは神経難病の方や精神疾患をお持ちの方などの個別の家庭訪問等をさせていただいている中で、私たちは直接サービスを提供するメニューを持ち合わせていないので、地域包括支援センターの職員の皆様方には一緒にマネジメントをしていただいており、とても感謝しています。
サンプラザで開催しているさんさん介護予防倶楽部もすごく賑わっており、新任職員が地域を知るという視点で見させてもらっても、こんなに元気な高齢者が街中に出てきておられるんだなと思うことも感じております。その中で、生活にご苦労されてる高齢者と障がい者の方、ご家族もおられることから、広く元気な高齢者をサポートすることと、ハイリスクの方々のサポートすることと、両輪をうまくやっていただいていると思います。ありがとうございます。


	委員
	権利擁護について、裁判所から後見人になってもらえないかと打診があってもお断りさせてもらうこともあり、申し訳ございません。先ほどの事務局の説明でも後見人がなかなか見つからず苦慮しているということで、なるべく引き受けたいですが、そもそもなりたいという人自体が少ないですし、後見人になれば責任をもって担当しなくてはいけないので、条件等により何でも引き受けられるというわけではございません。大変だと思いますが、よい後見人が見つかればいいなと思いますし、会員が少しでも増えるようにまた努力していきたいと思っております。


	委員
	　3つ質問させていただきます。
まず１つ目に、委託ではなくて、指定をとらないかという話は昨年頃からいただいております。資料にもメリット、デメリットを記載いただき、理解はできますが、おそらくどの事業所も実際やったらどうなるのかがわからず、手を挙げられないのではないかと思います。仮に他の事業所がせずに自分の事業者だけ指定を受けるとなった場合、実際に私が家族だったら、市の包括支援センターかもう１つ指定事業者のどちらにしますかと言われたら市に相談したいと思うと思います。その場合は、事業者の名前を「魚津市〇〇」に変えないといけないのかなとも思います。それであれば、全事業所が指定を受けてと言われた方が諦めもつくと思います。うちの事業所はケアマネジャーの増減はなく、介護給付が減っているので、ぜひ予防も協力できる限り委託でしたいと思っています。指定を受けるまではまだ思い切れないのが現状で、他の事業所も同じかと思います。
　２つ目は、介護予防事業のご用命もいただいている中で、来年度の事業として、通所Ｃを積極的にやっていきますということでしたが、どう積極的になさるのでしょうか。対象者等は包括の職員の中では見えているのだと思いますが、その人たちの背中を押すということなのか、もっと広く周知するということでしょうか。
　３つ目は、通所事業のスタッフが送迎など様々な業務をする中で、提供表や評価表等の書類の提出も重たい業務の１つです。書類は出さないといけないので仕方ないのですが、それを簡素化するために国保などで費用かけて全国的にデータ連携システムを整備しているようです。昨年５月の時点では全国で５％程度しか導入してないが、うちもぜひ電子化をすることで提出物やお互いのやり取りが楽になるのであればと思っています。1つの事業所で2万１千円程かかるらしいですが、ぜひ入れたいと思います。ただ相手もそれを持ってないと意味がないので、魚津市の事業所の中で、普及の見込みがどの程度あるのか、まだまだ先であれば急がなくてもいいのかなと思うので状況を知りたいです。


	事務局
	　1つ目の委託と指定の問題については大変悩ましい問題かと思います。新規の方ですと、確かに指定介護支援事業所が2～３か所からしか選べないということで、そのやりとりをどうしようかと担当と話しているところです。進める方法として、今、委託している方々が200件近くいらっしゃって、そこはもう既に委託を受けている事業者から指定の事業所になっていただくことで、令和８年に予定されている診療報酬改定、処遇改善加算、給付管理が自分たちでできるなど、かなりメリットがあるのではということで、そちらから進められないかと考えております。今、進め切れてはないところは新規の方で、本当におっしゃる通り、いろいろ相談させていただきながら良い方法を検討できればと思います。
　２つ目の通所Cについて、要支援1が特に多いことに対してどうしていくかということで、通所Cの対象者は要支援１のような虚弱になりかけの方であり、介護申請をしなくても、事業対象者として基本チェックリストにより対象とすることができます。そういった方が本当にたくさんいらっしゃるので、そういった方々に、まず働きかけとして、例えば3か月間一生懸命取り組んだら、元々通っていたサロンやさんさん介護予防倶楽部にまた行けるようになるのではないかというふうに、本人のやる気をいかに上げるかというところに重きを置いて、積極的に進めていくという意味合いも含めています。具体的にはこれからまた検討します。
　３つ目のデータ連携システムについて、市としましては令和8年度に事業所への周知や伴走支援という形で事業を考えておりまして、まだ具体的なところが見えてないところもありますが、各事業所がシステムを取り入れられるように支援していく仕組みを予算上も計上しておりまして、積極的に進めていきたいと思っています。また現在、処遇改善の補助金が県のプランでありまして、ケアプランデータ連携システムへの加入が加算の要件にもなっておりまして、実際にまだ現在入っているところは少ないですが、国の加算要件となっていることからこれからどんどん増えていくと期待しているところです。


	委員
	　今のところは入るつもりという回答でいいようですが、いかがですか。


	事務局
	　現在は入るつもりという申請段階で問題ないですが、実績報告時までに加入済みになっていないといけないです。実際に言われたとおり年会費２万１千円も今はまだかからないので、かからないうちに入っていただくか、これにかかる器具についての助成もあり、まだ1年程続くと見込まれておりますので、その間にぜひ加入していただけたらと思っております。ただ、市として入ることができるのは、介護だけではなく、市のいろいろな仕組みが標準化となった上で保険者としてケアプランデータ連携システムに繋がるという形であるため、市が一部出遅れてしまう形になるのは大変申し訳なく思います。事業者が増えることで事業者間連携は、先に進めていけますので、ぜひよろしくお願いいたします。

	委員
	　議題の1、2、3に関しては、特に意見はありません。日頃から認知症の相談を受ける側として、最初にお話をいただくのは包括支援センターからが多いです。最近は直接ホームページで病院を調べられることも多くなり、認知症に関して診療を受けたいという方がおられます。包括支援センターを通してという方もおられますから、これからも疾患センターと包括支援センターとの関わりを密に続けていけたらと思っています。
あとは、診察するにあたってどうしても本人さんが受診したくないとか、ここ最近目立つのは、本人は受診したいのに同居家族が受診させないという状況が見受けられるので、まだまだ認知症やその診察に対する誤解や偏見があるように感じます。認知症の診察や精神科というところでは、70代80代の方で精神科病院は…というお気持ちがあって受診に繋がりにくい人もおられます。
ここ最近はテレビなどを見て、認知症は早く治療したほうがいいと受診される方もおられます。本人に相談の場に来ていただいて、受診をちょっとためらっておられる場合に少し説得して受診につなげるということも多いです。令和6年度の受診は214件でしたが、今年は現時点で250名、年度末で270名程と、診察する人が増えてきているのを見ると、まだこの認知症の診察は伸びてくると思われるので、医療機関としての果たす役割を進めていけたらと思います。
今後も窓口で認知症についてお困りになった方がおられたら紹介していただいたり、無料相談会においても魚津市は必ず1件ずつ入れていただき、相談する機会も増えておりますから、ぜひ続けていきたいと思います。


	委員
	　包括支援センターの業務は本当に多岐に渡ってとても忙しい日々だと思います。
指定介護予防支援事業者としての指定を受ける件については法人判断なので今は何とも言えませんが、普段ケアマネジャーの仕事をしていて、予防のプランと要介護のケアプランでは様式も全然違っているので、予防のプランを作っているときはこれでいいのかなと思いながら作成しています。予防の方と要介護の方とで必要な視点も違うだろうなと不安に感じることもあります。当時、包括の方に来ていただいて、プランの作り方や仕組みをいろいろ教えていただいていたんですけれども、どんどん時間が経つにつれてあっているのか心配もあるので、やがて指定を受けてという話になるのであれば、改めてプランの作り方や大事な視点についてしっかり研修を受けるくらいでないとだめだろうなと思いました。


	事務局
	　予防の方と介護の方では様式も全然違うと思います。指定を受けたら全部お任せしますというのではなく、改めてプランの作り方については、私たちも一緒に勉強したいと思っておりますし、要望があれば研修会なども検討していけたらと思います。


	委員
	　委託について、確かに件数は徐々に増えております。重度化させない、元気な状態を維持するという意味では給付費の抑制にもつながり、いい流れができていると思います。ただ、昨今の環境の複雑化、家族状況として単身の方、老々介護の方、精神疾患や引きこもりの方などがおられるご家族、経済的困窮者が増えています。ケアマネジャーのシャドーワークと呼ばれるような、本来の仕事でない部分に時間を割かれまして、本来の仕事ができていない、オーバーワークになる状態という現状もあります。


	委員
	　包括支援センターの職員配置の話を聞き、社協もなかなか難しい状況です。今は包括支援センターへ出向という形ですが、来年度から難しいこともあり、今日のご提案かなと聞いておりました。今は居宅で予防のプランを作成していない状況ですが、4月からは実施する方向で検討しており、委託か指定のどちらがいいのか、具体的な詰めを早々にしないといけないと思っています。
社会福祉協議会は、いろいろな住民向けのさんさん介護予防教室、予防の視点でサロン等をずっと進めてきたところです。サロンの数は大きく変わっていませんが、これがしっかり機能しているからこそ、予防の人たちが長くおられるのかな、今後もそうなったらいいなと思いながら聞いておりました。
包括支援センターが今抱えておられる課題を社協として、連携しながら地域の課題として捉え、今後もいろんな住民向けの講座を開くなど、まだやらないといけないことがたくさんあると思っています。
成年後見や身寄りのない方の話で、こちらも今その課題に大変苦慮しているところです。どうしていくのか、どういう仕組みを作っていくのかというのを、行政とともに、考えていかなければいけないと思います。成年後見を法人後見で受けるケースがどんどん増えていますが、なかなか私たちも対応しきれないというところもあります。また、亡くなった後の対応も、社協では喫緊の課題として見えてきているので、包括、行政とともに考えていきたいと思っています。


	委員
	　私が最近経験したのは、せっかく成年後見の手続きをしても、本人が周囲の人からお金を取られる等と聞いて心配になり、本人の同意のもとに、取り下げをしたいと書類を持ってこられることがありました。本人は認知症であることもあり、却下というような話でしたが、本人はどうしたらいいかと聞かれたので社会福祉課や包括支援センターに聞きました。その方は今も継続して通院しておられます。
[bookmark: _GoBack]また、患者さんで成年後見人がついていますと言われる経験が2件ほどありました。今日の話題と違うかもしれませんが、小さな診療所でもそのような方が増えているので、各職種が連携をとることが大事だと思いました。

	委員
	　成年後見制度もいろいろと国で見直しをしております。後見人がつくと今言われたように、意思能力がない人が申し立てをしても無理だということだと思いますが、1回後見人になったらやめないというのが今までの決まりです。これも見直しをしてやめることもできるように検討されていると聞いております。



